
（2） 2009.　5.　11凡例　　対象　　日時　　会場　　内容　　講師　　定員　　費用　　申し込み　　問い合わせ対 日 場 内 講 定 費 申 問

　
下
表
の
各
制
度
は
、
５
月
１
日

か
ら
新
年
度
の
申
請
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

　
新
年
度
の
資
格
は
平
成
２１
年
度

（
２０
年
中
）
の
所
得
で
審
査
し
ま

す
。
前
年
度
所
得
超
過
で
支
給
さ

れ
な
か
っ
た
方
や
、
ま
だ
申
請
し

て
い
な
い
方
等
で
支
給
対
象
と
思

わ
れ
る
方
は
申
請
し
て
下
さ
い
。

　
所
得
限
度
額
は
左
下
表
の
と
お

り
で
す
（
前
年
度
と
同
額
）
。

※
平
成
２１
年
１
月
２
日
以
降
、
町

田
市
に
転
入
さ
れ
た
方
は
、
平
成

２１
年
度
の
児
童
手
当
用
の
所
得
証

明
書
（
区
市
町
村
に
よ
っ
て
名
称

が
異
な
り
ま
す
）
が
必
要
で
す
。

平
成
２１
年
１
月
１
日
に
住
民
登
録

し
て
い
た
区
市
町
村
か
ら
お
取
り

寄
せ
下
さ
い
。

※
所
得
証
明
書
等
の
添
付
書
類
は

申
請
後
の
提
出
で
結
構
で
す
。

○
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
は
、

保
護
者
の
所
得
が
限
度
額
を
超
過

し
て
い
る
場
合
で
も
資
格
を
持
つ

こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
医
療
証

を
お
持
ち
で
な
い
方
は
至
急
申
請

し
て
下
さ
い
。

○
義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助
成

制
度
の
新
年
度
の
資
格
は
平
成
２１

年
１０
月
１
日
か
ら
と
な
り
ま
す
。

1
子
ど
も
総
務
課
☎
７
２
４
・
２

１
３
９
、
２
１
４
３

　
離
職
さ
れ
た
際
に
は
、
そ
れ
ま

で
加
入
し
て
い
た
被
用
者
保
険
を

継
続
す
る
場
合
と
市
町
村
の
国
民

健
康
保
険
に
加
入
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　
２
か
月
以
上
継
続
し
て
被
用
者

保
険
の
被
保
険
者
だ
っ
た
方
は
、

保
険
者
に
申
し
出
る
こ
と
に
よ
り

継
続
し
て
被
保
険
者
と
な
る
こ
と

が
で
き
ま
す
の
で
、
離
職
前
に
加

入
し
て
い
た
健
保
組
合
や
全
国
健

康
保
険
協
会
各
支
部
に
ご
相
談
下

さ
い
。

　
離
職
後
、
他
の
健
康
保
険
に
加

入
し
な
い
場
合
は
、
国
民
健
康
保

険
に
加
入
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
加
入
の
際
は
健
康
保
険
資
格

喪
失
証
明
書
・
印
鑑
が
必
要
で
 

す
。

　
な
お
、
運
転
免
許
証
ま
た
は
パ

ス
ポ
ー
ト
、
年
金
手
帳
が
あ
る
方

は
お
持
ち
下
さ
い
。

　
平
成
２１
年
度
の
国
民
健
康
保
険

税
は
、
平
成
２０
年
中
の
総
所
得
金

額
を
基
に
算
出
し
ま
す
。
任
意
継

続
の
保
険
料
と
比
較
す
る
た
め
に

試
算
を
希
望
す
る
場
合
は
、
源
泉

徴
収
票
や
確
定
申
告
書
を
用
意
の

う
え
ご
相
談
下
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ

○
加
入
に
つ
い
て
＝
保
険
年
金
課

保
険
加
入
係
☎
７
２
４
・
２
１
２

４○
分
割
納
付
の
相
談
に
つ
い
て
＝

保
険
年
金
課
納
付
係
☎
７
２
４
・

２
１
２
５

　
現
在
市
内
で
は
、
２
２
４
人
の

民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
１６
人
の

主
任
児
童
委
員
が
「
広
げ
よ
う
地

域
に
根
ざ
し
た
思
い
や
り
」
の
行

動
宣
言
を
基
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
で
活
動
し
て
い
ま
す
。

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
安

心
し
て
住
み
続
け
る
こ
と
の
で
き

る
地
域
社
会
を
目
指
し
、
「
孤
立

・
孤
独
を
な
く
す
運
動
」
や
「
児

童
虐
待
や
犯
罪
被
害
か
ら
子
ど
も

を
守
る
取
り
組
み
」
な
ど
の
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
。
常
に
地
域
住

民
の
一
員
と
し
て
皆
さ
ん
の
立
場

に
立
ち
、
福
祉
に
関
し
て
困
っ
て

い
る
方
、
体
が
不
自
由
な
方
、
高

齢
者
・
子
ど
も
の
問
題
な
ど
悩
み

を
お
持
ち
の
方
か
ら
の
様
々
な
相

談
に
応
じ
、
相
談
者
と
と
も
に
問

題
解
決
に
あ
た
り
な
が
ら
、
地
域

と
関
係
機
関
と
を
つ
な
ぐ
パ
イ
プ

役
と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
な
ど
の
社
会
福
祉
の
精
神
で
、

高
齢
者
の
方
へ
の
「
高
齢
者
の
た

め
の
福
祉
の
て
び
き
」
の
配
布
や

「
長
寿
祝
金
」・「
福
祉
だ
よ
り
」

な
ど
の
配
布
を
し
な
が
ら
、
見
守

り
活
動
を
行
い
、
誰
も
が
安
心
し

て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
地
域
づ

く
り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
も
継
続
し
て
「
第
二
次

民
生
委
員
・
児
童
委
員
発
、
災
害

時
一
人
も
見
逃
さ
な
い
運
動
」
に

取
り
組
み
、
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高

齢
者
や
障
が
い
を
持
っ
て
い
る
方

々
へ
の
、
災
害
時
の
安
否
確
認
に

役
立
て
る
活
動
の
強
化
を
図
っ
て

い
ま
す
。

　
様
々
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
民

生
委
員
・
児
童
委
員
で
す
が
、
ど

う
ぞ
お
気
軽
に
ご
相
談
下
さ
い
。

　
な
お
、
お
住
ま
い
地
域
の
担
当

民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
つ
い

て
は
、
福
祉
総
務
課
（
☎
７
２
４

・
２
５
３
７
、
FAX
７
２
４
・
１
１

８
７
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
 

い
。　

民
生
委
員
・
児
童
委
員

は
、
民
生
委
員
法
並
び
に
児

童
福
祉
法
に
基
づ
き
、
厚
生

労
働
大
臣
よ
り
委
嘱
を
受

け
、
社
会
福
祉
関
係
に
つ
い

て
問
題
を
抱
え
て
い
る
人
や

支
援
を
求
め
て
い
る
人
か
ら

の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
援

助
に
あ
た
る
一
方
、
福
祉
事

務
所
や
児
童
相
談
所
等
の
関

係
行
政
機
関
に
対
す
る
協
力

活
動
を
行
い
、
福
祉
の
増
進

に
努
め
て
い
ま
す
。

　
任
期
は
３
年
間
で
す
。

　
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
任
期

満
了
に
よ
り
７
月
１２
日
に
投
・
開

票
が
予
定
さ
れ
て
い
る
東
京
都
議

会
議
員
選
挙
の
立
候
補
予
定
者
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
な
お
、
会
場
の
都
合
に
よ
り
、

出
席
者
は
１
候
補
者
に
つ
き
３
人

以
内
に
限
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
 

す
。

4
６
月
１
日
（
月
）
午
後
２
時
か

ら5
市
役
所
森
野
分
庁
舎
２
階
第
３

会
議
室

1
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
☎
７

２
４
・
２
１
６
８

市の職員を装った不審な電話が
発生しています

ご注意を！
口座番号など個人情報の詐取や、

振り込め詐欺には

5月12日は

離
職
さ
れ
た
方
の

 

健
康
保
険

　
　
　
加
入
手
続
き
に
つ
い
て

お
問
い
合
わ
せ
は
町
田
市
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
（
☎
７
２
４
・
５
６
５
６
）へ

東京都議会議員選挙
立候補予定者

説 明 会

一
緒
に
問
題
解
決
を

民
生
委
員
・
児
童
委
員

の
活
動

民
生
委
員
・
児
童
委
員

対象

児童手当

乳幼児（小学校未就学児） 児童の健康保険証

児童の健康保険証小・中学生

乳幼児
医療費
助成制度

義務教育就
学児医療費
助成制度

児童育成
手当
（育成手当）

医療費の保険診療自己
負担分の全額を助成

医療費の保険診療自己
負担分の一部を助成

支給月額（請求翌月か
ら）13,500円

請求者および児童の戸籍謄本、
請求者の振込先がわかるもの

支給月額（請求翌月か
ら）15,500円

障害者手帳または所定の診断
書、請求者の振込先がわかる
もの

子ども総務課、
各市民センター

子ども総務課

小学校修了前の児童を養
育する方

児童育成
手当
（障害手当）

内容 申請に必要なもの 受付場所
平成21年度（20年中）所得限度額表（前年度と同額） 各制度一覧表

0人 4,680,000 5,400,000 3,684,000

1人 5,060,000 5,780,000 4,064,000

2人 5,440,000 6,160,000 4,444,000

3人 5,820,000 6,540,000 4,624,000

4人 6,200,000 6,920,000 5,204,000

※扶養人数とは平成20年中の税法上の扶養人数です。

※上記の所得限度額表は、既に一律控除額8万円を加算して表示しています。

※乳幼児医療費助成制度は、保護者の所得が限度額を超過している場合でも

資格を持つことができます。

※所得（給与所得者は給与所得控除後の額）から控除可能なものを控除して

所得を審査します。控除の一覧はホームページをご覧いただくか、町田市コ

ールセンターにお問い合わせ下さい。

1人増えるごとに380,000円加算

税法上の

扶養人数

児童手当、医療費助成制度
児童育成手当国民年金加入ま

たは年金未加入
厚生年金等加入

児
童
手
当

医
療
費
助
成
等

該
当
す
る
方
は
申
請
を

児
童
手
当

医
療
費
助
成
等

該
当
す
る
方
は
申
請
を

民生委員民生委員・児童委員児童委員の日ですです民生委員民生委員・児童委員児童委員の日ですです民生委員・児童委員の日です

任
意
継
続
被
保
険
者
制

度
に
加
入
す
る
場
合

国
民
健
康
保
険
に
加
入

す
る
場
合

民生委員・児童委員のマーク

医
療
費
助
成
制
度
に
つ
い
て

平成3年4月2日以降に生
まれた児童を養育してい
る、ひとり親家庭または父
か母が重度の障がいを有
する家庭

支給月額（請求翌月
から）第 1・2子・・・
5,000円（3歳誕生月ま
では10,000円）、第3
子以降・・・10,000円　

請求者（保護者）の健康保険証
（厚生年金等加入者）、請求者
の振込先がわかるもの、年金加
入証明書（保険証で厚生年金
等加入が確認できない方）

身障手帳1・2級、愛の手帳
1～3度、脳性まひ、進行性
筋萎縮症のいずれかに該
当する20歳未満の児童を
養育している方


